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上
関
原
発
再
び
掘
削
申
請

中
電
抗
議
な
ど
で
昨
冬
調
査
断
念

　
中
国
電
力
は
７
日
、
山
口
県

一
上
関
町
に
建
設
を
計
画
す
る
上

-

関
原
発
に
つ
い
て
、
海
上
ボ
ー

リ
ン
グ
調
査
の
許
可
申
請
を
県

に
出
し
た
。
当
初
は
昨
冬
に
調

査
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
反
対

派
の
抗
議
な
ど
で
期
間
内
の
調

査
完
了
を
断
念
。
計
画
を
延
期

し
再
び
串
請
し
た
。

　
海
の
埋
め
立
て
工
事
前
に
原

発
予
定
地
の
陸
か
ら
西
約
２
０

ｏ
μ
の
水
深
約
1
1
び
の
海
底
を

6
0
μ
掘
削
し
、
活
断
層
の
有
無

を
調
べ
る
予
定
。
県
条
例
に
基

一
づ
く
「
一
般
海
域
の
占
用
許
可
」

を
申
請
し
た
。
期
間
は
３
ヵ
月

間
。
許
可
が
下
り
次
第
、
作
業

に
入
り
た
い
考
え
だ
。
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請
し
許
可
後
の
同
年
１
１
月
に
掘

削
地
点
を
確
定
さ
せ
る
準
備
作

業
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
原

発
反
対
派
の
漁
師
が
連
日
、
船

で
押
し
寄
せ
抗
議
。
中
電
は
調

査
に
入
れ
ぬ
ま
ま
当
初
計
画
を

断
念
し
た
。
今
年
1
0
月
以
降
に

延
期
す
る
方
針
を
示
し
て
い

た
。

　
中
電
上
関
原
発
準
備
事
務
所

の
内
高
恭
則
広
報
部
長
は
「
安

心
安
全
な
発
電
所
建
設
に
必
要

な
作
業
。
許
可
後
連
や
か
に
開

始
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。
上

関
原
発
を
建
て
さ
せ
な
い
祝
島

島
民
の
会
代
表
の
清
水
敏
保
町

議
は
「
県
が
許
可
し
て
も
昨
年

の
よ
う
に
監
視
行
動
に
乗
り
出

日

上関原発

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
申
請

中
国
―
が
県
に
来
月
に
も
着
手
か

　
‐
‐
‐
　
中
国
電
力
（
広
島
市
）
　
妬
月
上
旬
に
も
占
用
許
可

　
一
は
７
日
ヽ
上
関
町
で
進
め
・
・
を
申
請
し
、
許
可
後
の
Ｈ

　
・
る
上
関
原
発
建
設
計
画
を
゛
月
上
旬
か
ら
準
備
作
業
に

；
1
1
Q
’
I
S
H
!
1
1
地
の
埋
｛
着
手
し
た
が
、
建
設
反
対

毎
‐
‐
め
立
て
海
域
で
ボ
ー
リ
ン
｝
派
の
船
の
停
泊
に
よ
る
抗

　
　
一
グ
調
査
を
す
る
た
め
に
必
一
議
な
ど
で
１
ヵ
月
以
上
作
・
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l
に
曹
叉
Ｈ
月
に
も
着
手
面
、
作
業
台
船
の
確
保
な

二
す
る
と
み
ら
れ
る
．
　
　
‐
‐
ど
準
備
が
整
い
、
再
申
請
．

・

要
な
占
用
許
可
申
請
書
を
一
粟
が
進
ま
ず
、
海
象
条
件

県
に
捷
出
し
た
。
審
査
に
・
も
厳
し
く
な
っ
た
た
め
1
9
一

要
す
る
標
準
処
理
期
間
は
｛
月
中
旬
に
中
断
し
た
。
今

一
　
中
国
電
に
よ
る
と
、
調
‐
‐
し
た
。

・－
査
は
原
発
の
新
規
制
聶
乙
　
上
関
原
発
計
画
を
巡
尹

に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
審
ぞ
は
、

1 9
年
７
月
、
県
蕪

’
査
に
備
え
た
も
の
で
、
活
一
中
国
電
に
埋
め
立
て
免
芦

‐
‐
‐
‐
断
層
の
有
無
を
調
べ
る
。

‐
‐
‐
の
再
延
長
を
許
可
す
る
と

‐
‐
‐
‐
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一一
建
設
予
定
地
で
あ
る
西
方

　
約
２
０
０
μ
沖
、
約
６
０

　
０
０
平
方
μ
で
調
査
を
予

・
定
し
、
期
間
は
約
３
ヵ
月
。
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同
時
に
「
発
居
所
本
体
の
一

着
工
時
期
の
見
通
し
が

‐
‐
‐
‐

‐

つ
く
ま
で
は
埋
め
立
て
．

工
事
を
施
行
し
な
い
こ
．

上
関
原
発
準
備
事
務
所
の
一
と
」
と
要
請
し
て
い
る
。

‐
‐
‐
「
県
の
許
可
が
下
り
次
第
、
一
リ
ン
グ
調
査
は
デ
ー
タ
を

・

内
冨
恭
則
広
報
部
長
は
一
内
冨
広
報
部
長
は
「
ボ
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一
速
や
か
に
調
査
に
着
手
で
一
拡
充
す
る
た
め
の
も
の
で

・
き
る
よ
う
準
備
す
る
」
と
Ｉ
埋
め
立
て
に
は
関
係
な

話
す
。

　
中
国
電
は
２
０
１
９
年

い
」
と
説
明
し
た
。

　
　
　
　
　
「
脇
山
陽
俊
」

占
用
許
可
中
電
が
申
請

再
度
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
へ

　
中
国
電
力
（
広
島
市
）
は
７
1
1

日
、
上
関
原
発
建
設
予
定
地
‐
‐

　
（
上
関
町
）
問
辺
の
薇
断
層
の

有
無
を
閥
べ
る
海
上
ポ
ー
リ
ン
ー

グ
調
査
に
つ
い
て
、
必
要
な
海
’

城
の
占
用
許
可
を
県
に
申
請
し

た
と
発
表
し
た
。
許
可
が
帯
ら
、

れ
次
第
、
速
や
か
に
調
査
に
善
・

手
す
る
と
し
て
い
る
。

　
調
査
期
間
は
、
掘
削
に
２
カ
ー

月
、
前
後
の
作
業
に
Ｉ
カ
月
の
Ｉ

３
ヵ
月
程
度
と
し
て
い
る
。
　
（

　
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
め
ぐ
っ

て
は
当
初
、
昨
年
８
月
に
作
一
フ

台
船
や
重
機
の
搬
入
な
ど
の
一

準
峰
作
業
を
始
め
る
計
画
だ
］

ご
瘤
へ
台
風
へ
の
備
え
で
遅
一

れ
た
『
。
『
同
限
1
1
月
に
準
一
作
業

を
始
め
た
が
、
反
対
派
住
民
ら
’

に
よ
る
抗
議
行
動
や
悪
天
候
で
。

進
ま
ず
、
1
2
月
に
中
断
。
今
年

４
日
べ
工
程
を
見
直
し
た
う
え

で
再
開
時
期
が
1
0
月
以
降
に
な

る
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い

　
昨
年
1
0
月
に
県
か
ら
取
得
し

た
海
域
の
占
用
許
可
は
中
断
し

惣
詩
う
て
４
比
届
け
を
出
し
て

お
り
、
必
要
な
資
材
確
保
や
作

業
員
ら
の
調
整
が
つ
い
た
と
し

て
こ
の
日
改
め
て
申
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
具
志
堅
直
）
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